
〈第３子算定に係る手続き要否フローチャート ４月版〉
☆児童手当上、「お子さま」とカウントできるのは、受給者が監護相当の世話及び生計費の全部又は一部を負担している子に限ります。
独立している・施設に入所している等のお子さまは除きます。

令和８年４月１日時点で、大学生年代の子
(H16.4.2～H20.4.1に生まれた子)がいますか？

【R8.4.1現在】
大学生年代の子と0歳から高校生年代の子
(H20.4.2以降に生まれた子)を合わせて

３人以上いますか？

監護相当・生計費の負担
をしている大学生年代の

お子さまは…

ア.H19.4.2～H20.4.1生まれのみ

イ.H16.4.2～H19.4.1生まれのみ

ア.H19.4.2～H20.4.1生まれ
と

イ.H16.4.2～H19.4.1生まれ

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

・児童手当額改定認定請求書
・監護相当・生計費の負担についての確認書

・児童手当額改定認定請求書
・監護相当・生計費の負担についての確認書

・監護相当・生計費の負担についての確認書

手続きは不要です

大学生年代の子について、４月以降も監護
相当・生計費の負担はありますか？

いいえ


